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各加入者の制度移換金額等を決定し、制度移換の対象となる加入者や制度移換金を登録するた

め、「制度移換データファイル」を三井住友信託ＤＣサポーター（NRKWEB 事務システム）を利用しデ

ータ送信・登録します。 なお、「制度移換データファイル」の登録に際しては、加入者登録が完了し

ていることが前提となります。 また、複数の制度から制度移換を行う場合は、それぞれの制度ごと

にデータ作成が必要です。 

 

一括移換、分割移換（退職手当制度からの移換）については、「制度移換データファイル」ま

たは「制度移換金通知書（ＩＤ 34001）」での手続きがありますが、通常は処理件数も多いこと

から、原則として「制度移換データファイル」で手続きを行ってください。 

 

（１）一括移換の手続き 

厚生年金基金・確定給付企業年金・中小企業退職金共済からの制度移換は、一括移換のみと

なります。 

件数が少ない場合等は、「制度移換金通知書（ＩＤ 34001）」による手続きも可能です。 

「制度移換金通知書（ＩＤ 34001）」による手続きについては、「第Ⅲ章 ３．制度移換金通知書で

の手続き」を参照してください。帳票処理の詳細については、「第Ⅰ章 ４．帳票送付」、「第Ⅰ章 

６．帳票・データ作成時の注意事項」をあわせて参照してください。 

 

厚生年金基金等の解散で制度移換金額が確定していない場合で、加入資格喪失者の入金

日が加入者資格喪失日の翌月末日までと設定されている場合等、加入者資格喪失者の制度

移換金が規約どおりに入金することができないケースがあります。これらの場合が発生する際

は、弊社まで連絡してください。 

 

①「制度移換データファイル」の作成 

所定の制度移換データフォーマット（Ｅｘｃｅｌファイル）を弊社より提供します。データ入力後、ＣＳＶ

ファイルに変換して登録してください。移換元の制度により入力項目が異なりますので、注意してく

ださい。 

 

ＣＳＶファイルとは、「カンマセパレートバリュー」の略で、データをカンマ(",")で区切って並べ

たテキストファイルのことを指します。 

Ｅｘｃｅｌで作成したデータファイルを保存する際に、ツールバーのファイルメニューから「名前を

付けて保存」を選択し、ファイルの種類を「ＣＳＶ（カンマ区切り）」にして保存ボタンをクリックす

ると、そのデータはＣＳＶ形式で保存されます。 

 

制度移換金の入金がない加入者については、制度移換データに含めないでください。 

 第Ⅲ章 ２． 「制度移換データファイル」での手続き  

✍ 

✍ 

✍ 

✍ 
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また、入金日の異なる加入者のデータを同一のファイルで送信しないでください。 

②制度移換データファイル送信 

三井住友信託ＤＣサポーター（NRKWEB 事務システム）より、制度移換金入金予定日の１３営業日

前までに制度移換データファイルを送信してください。登録については、期限等に余裕をもって行

ってください。 

 

③ＮＲＫからの還元帳票 

ＮＲＫにおいて制度移換金の登録が完了すると、「加入者別制度移換登録内容のお知らせ（IＤ 

LPBC0014）」が事業主宛送付されます。なお、この帳票は登録や修正の都度、登録されているデ

ータ全件を出力します。 登録内容を確認した結果、制度移換金の額を修正したい場合、「制度移

換金通知書（ＩＤ 34001）」で移換金額等を修正することができます。その場合は、弊社まで連絡し

てください。 

 

④制度移換金の入金 

制度移換金の入金予定日前日までに、制度移換金を事業主掛金と同じ引落し口座に入金してく

ださい。当日、口座から自動的に引落とされます。 

 

（２）分割移換の手続き 

退職手当制度からの制度移換は一括して行うことができません。 

４年以上８年以内で、確定拠出年金規約に定めた移行日の属する年度（４月～翌年３月）から均

等に分割して移換します。 

 

①分割移換初回の手続き 

制度移換金の登録は、原則として「制度移換データファイル」で行います。 

「制度移換データファイル」の作成」から「制度移換金の入金」までの手続きは、一括移換の場

合と同じです。「第Ⅲ章２．（１）一括移換の手続き①～④」を参照してください。 

 

分割移換の初回入金日前に加入者資格を喪失した加入者については、加入者資格を

喪失した月の翌月末日までに未移換分の全額を一括して入金して、予め制度移換を終

了させる必要があります。 

 ※資格喪失年齢を60歳超としている場合であっても、60歳時点再雇用となる場合は一旦

資格喪失となりますので、未移換金がある場合は一括して入金する必要があります。 

 

 

制度移換年月日は、初回から最終回まで同一の年月日（「制度発足日（規約施行日）」）

を設定します。十分注意してください。 

 

✍ 

✍ 
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②分割移換２回目以降の手続き 

制度移換金の登録は、初回と同様、原則として「制度移換データファイル」で行います。 

「「制度移換データファイル」の作成」から「制度移換金の入金」までの手続きは、一括移換の場

合と同じです。「第Ⅲ章２．（１）一括移換の手続き①～④」を参照してください。 

 
分割移換の完了前に加入者資格を喪失した加入者については、加入者資格を喪失した

月の翌月末日までに未移換分の全額を一括して入金して、制度移換を終了させる必要が

あります。 
  ※資格喪失年齢を 60 歳超としている場合であっても、60 歳時点再雇用となる場合は一

旦資格喪失となりますので、未移換金がある場合は一括して入金する必要があります。 

 

分割移換の対象者が、６０歳到達に伴い加入者資格を喪失し、年金の裁定請求を行う場

合には、その前に分割移換を終了させておく必要があります。 

 

（３）分割移換途中の資格喪失 

詳細は、「第Ⅲ章 ５．分割移換途中の資格喪失、所属企業変更(プラン内企業間異動)」を参照

してください。 

 

 

（４）所属企業変更（プラン内企業間異動）に伴う制度移換 

詳細は、「第Ⅲ章 ５．分割移換途中の資格喪失、所属企業変更（プラン内企業間異動）」を参

照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢制度移換データファイル｣の提出期限について 

制度移換金入金予定日の１３営業日前までに送信してください。 

スケジュール管理については、三井住友信託ＤＣサポーターＴＯＰ画面のスケジュール機能が

利用できます。（第Ⅱ章 ４－２．スケジュール・お知らせ 参照） 

不明点、手続きが遅延する場合は、弊社まで連絡してください。 

 
✍ポイント 

✍ 

✍ 
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（５）「移換通算加入者等期間」・「移換通算加入者等期間起点年月日」について 

移換通算加入者等期間、移換通算加入者等期間起点年月日は、給付裁定の際、支給要件の

判定に使用します。これらの項目設定について説明します。 

  

①単独制度移換の場合  

「移換通算加入者等期間起点年月日」から「確定拠出年金加入者資格取得年月日の前月」までの

期間を 「移換通算加入者等期間」に設定します。「移換通算加入者等期間起点年月日」から「入

金予定年月日」までの期間ではありませんので注意してください。  

 

「移換通算加入者等期間起点年月日」とは、移換資産の算定基礎となる期間の起点年月

日です。移換資産を移換する際には、その資産の算定基礎となる期間及びその期間の起

点となる年月日（「移換通算加入者等期間起点年月日」）が移換されます。 

 

 

 

 

【例１】 

a．「今回移換される元制度の加入起点年月日」：１９７３年７月１日 

b．「確定拠出年金の加入者資格取得年月日」：２００９年８月１日 

c．「入金予定年月日」：２００９年９月２５日 

 

この場合、制度移換データファイルは以下の通り設定します。  

「移換通算加入者等期間起点年月日」は「１９７３年７月１日」  

「移換通算加入者等期間」は「３６年１ヶ月」（１９７３年７月１日～２００９年７月まで）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             移換通算加入者等期間 

 

単独制度移換の場合（制度発足日の移行）  

▲ 入金予定年月日 

（２００９年９月２５日） 

移換通算加入者等期間 

起点年月日 

（１９７３年７月１日） 

ＤＣ加入期間 

のため対象外 

３６年１ヶ月 

確定拠出年金加入者 

資格取得年月日 

（２００９年８月１日） 

✍ 
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日数に端数が発生する場合の「月」の取扱い 

・ 「移換通算加入者等期間起点年月日の属する月」から「確定拠出年金加入者資格取得年

月日の前月まで」 を算入します。  

・ 前制度の加入期間算定の際、「移換通算加入者等期間起点年月日の属する月」を含まな

い場合があれば、当該月は除いてください。（移換元制度で確認してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②複数の制度から同時に制度移換する場合  

同時に複数の制度移換を行う場合は、それぞれ①の要領で「移換通算加入者等期間」を算出し、

期間が長い制度を①のとおり設定し、期間が短い制度には「移換通算加入者等期間＝０年０ヶ月」

を設定してください。 

 

 

 

【例２】 

a．（ア）の「今回移換される元制度の加入年月日」：１９８８年７月１日 

（イ）の「今回移換される元制度の加入年月日」：１９８３年７月１日 

b．「確定拠出年金の加入者資格取得年月日（共通）」：２００９年８月１日 

c．「入金予定年月日」：２００９年９月２５日（同一日） 

 

この場合、制度移換データファイルは以下の通り設定します。  

（ア）の「移換通算加入者等期間起点年月日」は「１９８８年７月１日」  

（ア）の「移換通算加入者等期間」は「０年０ヶ月」（（イ）の移換通算加入者等期間を適用）  

複数制度移換（同時移換）の場合  

✍ 

 

制度発足以降に確定給付制度（企業年金制度または退職手当制度）からの移行が行われる場合、

移行日時点の加入者に対し、制度移換金が入金されます。 

移換通算加入者等期間は前制度の起点年月日から各加入者の確定拠出年金加入年月日の前月

までとなります。（移行日から入金予定日までの期間は確定拠出年金の加入者期間と重複するた

め、算入しません。） 

 
✍参考 
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（イ）の「移換通算加入者等期間起点年月日」は「１９８３年７月１日」  

（イ）の「移換通算加入者等期間」は「２６年１ヶ月」（１９８３年７月１日～２００９年７月まで） 

 

 

（ア） 

 

 

 

 

 

 

           （ア）の移換通算加入者等期間 

（イ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録する移換通算加入者等期間 

 

③複数の制度から異なる時期に制度移換する場合（既に他の制度移換がある場合） 

前回制度移換を行った際に、「移換通算加入者等期間」を設定していますので、今回は、下記の

式により算出した期間を設定してください。 

 「今回移換する元制度の移換通算加入者等期間」－「前回記入した移換通算加入者等期間」 

 

 

 

 

【例３】２００９年８月１日に（ア）を行い、２０１０年 8 月１日に他の制度から移行 

a．（ア）の「前回移換された元制度の加入年月日」：１９８８年７月１日 

  （イ）の「今回移換される元制度の加入年月日」：１９８３年７月１日 

b．「確定拠出年金の加入者資格取得年月日（共通）」：２００９年８月１日 

c．（ア）の「入金予定年月日」：２００９年９月２５日（前回） 

  （イ）の「入金予定年月日」：２０１０年９月２５日（今回） 

▲ 入金予定年月日 

（２００９年９月２５日） 

移換通算加入者等期間 

起点年月日 

（１９８８年７月 1 日） 

確定拠出年金加入者 

資格取得年月日 

（２００９年８月１日） 

移換通算加入者等期間 

起点年月日 

（１９８３年７月１日） 

▲ 入金予定年月日 

（２００９年９月２５日） 

複数制度移換（異なる時期の移換）の場合  

２１年１ヶ月 

    ↓ 

０年０ヶ月 

２６年１ヶ月 

ＤＣ加入期間の 

ため対象外 

ＤＣ加入期間の 

ため対象外 
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d．（ア）の移換通算加入者等期間起点年月日：「１９８８年７月１日（登録済）」 

（ア）の移換通算加入者等期間：「２１年１ヶ月（登録済）」 

（１９８８年７月１日～２００９年７月まで） 

 

この場合、制度移換データファイルは以下の通り設定します。  

（イ）の移換通算加入者等期間起点年月日は「１９８３年７月１日」  

（イ）の移換通算加入者等期間は「５年０ヶ月」（１９８３年７月１日～１９８８年６月まで） 

 

 

 

（ア）前回 

 

 

 

 

 

                       （ア）で登録した移換通算加入者等期間 

（イ）今回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 入金日 

（２００９年９月２５日） 

移換通算加入者等期間 

起点年月日 

（１９８８年７月 1 日） 

確定拠出年金加入者 

資格取得年月日 

（２００９年８月１日） 

移換通算加入者等期間 

起点年月日 

（１９８３年７月１日） 

▲ 

入金予定年月日 

（２０１０年９月２５日） 

２１年１ヶ月 

２１年１ヶ月 

（ア）前回（登録済） 

２６年１ヶ月 

５年０ヶ月 

今回登録する 

移換通算加入者等 

期間 

ＤＣ加入期間の 

ため対象外 

ＤＣ加入期間の 

ため対象外 
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【例４】 

【例３】のケースと逆に、今回の「移換通算加入者等期間」が前回の「移換通算加入者等期

間」よりも短く、「今回移換する元制度の移換通算加入者等期間」－「前回記入した移換通算

加入者等期間」がゼロより小さくなる場合には、制度移換データファイルは以下の通り設定し

ます。 

 

a．（ア）の「前回移換された元制度の加入年月日」：１９８３年７月１日 

  （イ）の「今回移換される元制度の加入年月日」：１９８８年７月１日 

b．「確定拠出年金の加入者資格取得年月日（共通）」：２００９年８月１日 

c．（ア）の「入金予定年月日」：２００９年９月２５日（前回） 

（イ）の「入金予定年月日」：２０１０年９月２５日（今回） 

d．（ア）の移換通算加入者等期間起点年月日：「１９８３年７月１日（登録済）」 

（ア）の移換通算加入者等期間：「２６年１ヶ月（登録済）」 

（１９８３年７月１日～２００９年７月まで） 

 

この場合、制度移換データファイルは以下の通り設定します。 

（イ）の移換通算加入者等期間起点年月日は、１９８８年７月１日  

（イ）の移換通算加入者等期間は、０年０ヶ月  

（１９８８年７月１日～２００９年７月の２１年１ヶ月はすでに登録済） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数制度移換（異なる時期の移換）の場合 
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（ア）前回 

 

 

 

 

 

 

 

                （ア）で登録した移換通算加入者等期間 

 

（イ）今回 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） の移換通算加入者等期間 

前回の登録と重複しているため、 

起点年月日のみ登録 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲入金予定年月日 

（２０１０年９月２５日） 

移換通算加入者等期間 

起点年月日 

（１９８３年７月１日） 

確定拠出年金加入者 

資格取得年月日 

（２００９年８月１日） 

▲ 入金日 

（２００９年９月２５日） 

２６年１ヶ月 

２１年１ヶ月 

↓ 

０年０ヶ月 

移換通算加入者等期間 

起点年月日 

（１９８８年７月１日） 

ＤＣ加入期間の 

ため対象外 

ＤＣ加入期間の 

ため対象外 
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（６）「移換通算加入者等期間」・「移換通算加入者等期間起点年月日」の修正について 

「加入者別制度移換登録内容のお知らせ（ＩD LPBC0014）」を確認した結果、「移換通算加入者

等期間」「移換通算加入者等期間起点年月日」の内容に誤りがあったことが判明した場合は、

「移換通算加入者等期間」「移換通算加入者等期間起点年月日」を修正することができます。 

 

修正方法 

「制度移換通算加入者等期間変更通知書（ID 34025）」を作成・提出してください。 

帳票処理の詳細については、「第Ⅰ章 ４．帳票送付」、「第Ⅰ章 ６．帳票・データ作成時の注意事

項」を、あわせて参照してください。 

 

変更期限など 

登録の誤りが判明してからプラン脱退までの間、変更可能です。速やかに、修正手続き

をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＲＫでは、入社日と移換通算加入者等期間起点年月日のチェックを行っています。 

移換通算加入者等期間起点年月日が、入社日より古い日付の場合、ＮＲＫでエラーとなりますの

で、弊社より対応方法をご案内します。 

 
✍ポイント 

✍ 
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「
制

度
移

換
通

算
加

入
者

等
期

間
変

更
通

知
書

（
ＩＤ

 3
4
0
2
5
）
」
 

加
入

者
番

号
ま

た
は

従
業

員
番

号
を

必
ず

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

制
度

移
換

の
正

し
い

「
起

点
年

月
日

」
を

記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 

移
換

元
制

度
区

分
は

 

該
当

す
る

制
度

に
チ

ェ

ッ
ク

し
て

く
だ

さ
い

。
 

移
換

元
制

度
の

加
入

者
期

間
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

確
定

拠
出

年
金

制
度

発
足

後
の

制
度

移
換

で
確

定
拠

出
年

金
制

度
と

の
重

複
期

間
が

あ
る

場
合

、
 

次
の

計
算

に
よ

り
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 

「
正

し
い

移
換

元
制

度
の

加
入

期
間

」
－

「
確

定
拠

出
年

金
制

度
と

の
重

複
期

間
」
－

「
別

の
制

度
移

換
に

よ
り

通
算

加
入

者
等

期
間

に
算

入
済

み
の

期
間

と
の

重
複

期
間

」 

60
歳

以
降

の
期

間
が

あ
る

場
合

は
、

60
歳

到
達

ま
で

の
期

間
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

」 

制
度

発
足

日

（
規

約
施

行
日

）
 

を
記

入
し

て
く

だ

さ
い

。
 

 
 
…

赤
枠

内
に

 
記

入
・
押

印
し

て
く

だ
さ

い
。

 

6
0

歳
以

降
の

加
入

期
間

を

含
ん

だ
移

換
元

制
度

の
加

入
者

期
間

を
記

入
し

て
く

だ

さ
い

。
（
6
0

歳
未

満
の

場
合

は
移

換
通

算
加

入
者

等
期

間
と

同
じ

に
な

り
ま

す
。

）
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（７）制度移換金の修正について 

「加入者別制度移換登録内容のお知らせ（ＩD LPBC0014）」を確認した結果、記入内容に誤りが

あったことが判明した場合、または「制度移換データファイル」を送信した後、退職等の異動によ

る金額の変更が発生した場合、 制度移換金額を修正することができます。  

 
「移換通算加入者等期間」「移換通算加入者等期間起点年月日」の修正については、「第

Ⅲ章２．（６）「移換通算加入者等期間」・「移換通算加入者等期間起点年月日」の修正につ

いて」を参照してください。 

 

①修正手続き 

「制度移換通知書（ＩＤ 34001）」の作成・提出 

制度移換データは一旦送信してしまうと、データでの修正が難しい場合がありますので、原則と

して、制度移換データファイルで登録した内容を修正する場合でも、「制度移換金通知書（ＩＤ 

34001）」の作成・提出が必要となります。 

詳細は、「第Ⅲ章 ３．「制度移換金通知書」での手続き」を参照してください。制度移換データフ

ァイルでの修正が可能な場合、弊社より連絡しますので、指示に従って手続きしてください。 

 

「制度移換金通知書（ＩＤ 34001）」のみで可能な修正項目 

「終了区分 ２：制度移換終了」は、制度移換データファイルでの修正はできませんので、 

｢制度移換金通知書（ＩＤ 34001）｣の作成が必要です。 

詳細は、「第Ⅲ章３．「制度移換金通知書」での手続き （Ⅲ－３－１０「注意」）」を参照してく

ださい。 

 

②ＮＲＫからの還元帳票 

ＮＲＫにおいてエラーなく制度移換金の登録が完了すると、「加入者別制度移換登録内容のお知

らせ（ＩＤ LPBC0014）」が事業主宛送付されます。なお、この帳票は登録や修正の都度、登録され

ているデータ全件を出力します。 

 

③修正期限 

ａ．「制度移換金通知書（ＩＤ 34001）」で修正する場合 

遅くとも、入金予定日の６営業日前までに到着するよう、弊社宛提出してください。 

 

ｂ．「制度移換データファイル」で修正する場合 

弊社より案内します。 

遅くとも、入金予定日の６営業日前の１７時までに、三井住友信託ＤＣサポーター（NRKWEB

事務システム）より再送信してください。 

✍ 

✍ 


